
平成２１年１２月２５日 

 

 

                            社団法人 金融先物取引業協会 

 

会員に対する処分について 

 

 本協会は、本日、本協会の会員に対し、下記のとおり定款第１９条第１項に基づく処分を

行いました。 

 

記 

 

 １．処分を受けた協会員名 

    北辰物産株式会社 
  
 ２．処分内容 

    過怠金５００万円の賦課 

３．処分理由 

① 元ＦＸ事業部長は、同社において外国為替証拠金取引を行っていた顧客との間

で、当該取引の受託に関して、取引対象通貨、取引の数量、売買の別及び既に成

立している取引を期限前に決済すること等について顧客の同意を得ないで定め

ることができる旨の合意をし（取引一任勘定取引の受託）、顧客名義の口座にお

いて平成１９年３月６日から同年９月４日までの間、顧客の仮名口座（法人名義）

において平成１９年９月２０日から平成２０年３月５日までの間、それぞれ取引

一任勘定取引を行った。 （約定件数合計１，２５５件、売買手数料を含む損失

合計約３，１４６万円） 

② その後、同社は平成２０年３月５日、顧客から上記①の取引一任勘定取引によ

り損失が発生したとして当該損失を補てんするよう要求を受け、同社社長及び常

務取締役等は、顧客との間で当該損失の補てんに係る金額・支払時期等に関する

交渉を行うなどし、同月２８日頃、当該損失補てんの要求を受け入れることとし、

顧客に取引損金及び慰謝料等として３１，９７２，５０１円を支払うことを決め、

元ＦＸ事業部長に対して同額を支払うよう指示した。 

元ＦＸ事業部長は、指示に従い、平成２０年４月３日、本件一任取引により生

じた顧客の損失を補てんするため、顧客に対し、自らの出損により３１，９７２，

５０１円を支払った。 

③ 今回臨店検査中において、同社社長は、同社が損失補てんに会社として関与し

ていない旨の事実に反する供述をするよう元ＦＸ事業部長に指示し、また、自ら

もその旨の虚偽供述を繰り返した。 

さらにそのような中で、同社社長は、平成２１年３月２６日、検査官から本件

法令違反行為の関係書類を提出するよう指示を受け、その旨を同社役職員に指示

したところ、常務取締役から、当該法令違反行為に係る重要な証拠書類である和



解書や領収書等の書類５点が保管されていることの報告を受けた。当該報告を受

けた同社社長は、虚偽供述の内容に相反しない書類１点だけを提出することを意

図し、その他の書類４点については「常務取締役に任せる」旨の指示をしたとこ

ろ、当該指示を受けた常務取締役は、そのうち３点の書類をシュレッダーにより

裁断した。 

同社の行った行為は、金融商品取引法第３１条第４項の変更登録を受けず取引一任

勘定取引に係る業務を行い金融商品取引法第２９条に違反し（ただし、平成１９年

９月２９日以前の行為については、廃止前の金融先物取引法第７６条第３号に違反）、

金融商品取引法第３９条第１項第３号及び金融商品取引法第１９８条の６第１１号、

金融先物取引業務取扱規則第３条に違反するものである。 

以上より、定款第１９条第１項第３号の規定に該当すると認められること。 

 

 

 

 

 以  上 

 


